
令和６年度　初任者研修実施校への事前説明

秋田県教育庁南教育事務所

＜準備資料＞
・「令和６年度秋田県公立小・中学校秋田県公立義務教育学校
　　初任者研修実施の手引」（「実施の手引」）
・「令和６年度秋田県公立小・中学校秋田県公立義務教育学校
　　初任者研修に関するＱ＆Ａ」（「Ｑ＆Ａ」）
・「令和６年度初任者研修実施のための参考資料」 （「参考資料」）



　【学校が作成するもの】
　　・校内全体計画書
　　・校内年間指導計画書

１ 計画書

　【市町村教育委員会が作成するもの】
　　・市町村教育委員会年間研修計画書

2

「実施の手引」ｐ３７
「参考資料」ｐ１３

「実施の手引」ｐ２１～２３
「参考資料」ｐ１３



　【学校が作成するもの】
　　・校内指導報告書
　　・統括指導教員勤務状況整理簿
　　　（加配校のみ作成）

２ 報告書

　【市町村教育委員会が作成するもの】
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　　・市町村教育委員会研修報告書

「実施の手引」ｐ３７
「参考資料」ｐ１３
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３ 非常勤講師に係る書類

・会計年度任用職員勤務状況報告書

・初任者研修に係る非常勤講師
　　　　　　　　　　　勤務状況整理簿

※毎月作成し、所轄の教育事務所・出張所
　及び教職員給与課に提出

「実施の手引」ｐ３０、３７
「参考資料」ｐ１３



○指導記録

５

・校内研修に係る諸資料（様式は問わない）

・校内研修の指導記録等（実施校の様式で作成）

※提出した関係書類とともに各校で５年間
　保管

「実施の手引」ｐ３７
「参考資料」ｐ１３



○統括指導教員の勤務日の決定

６

「Ｑ＆Ａ」ｐ８、９、
　　　　１４、１５

・加配校の校長が決定す
　る。

【４校を担当する場合の例】

※加配校の校長
　「初任者研修メンター方式に係る指導教員の兼務（兼任）校
　　についての意見書」（様式第１号）
　　　　　　　　↓　兼務（兼任）開始５日前まで
　　　　市町村教育委員会に提出

・統括指導教員が再短者
　の場合は、勤務日や勤
　務時間を確認の上、勤
　務日を決定する。
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・研修教員の指導に当たる全て
　の教員を記入する。
・管理職やベテラン、中堅、研
　修教員と年齢が近い教員等で
　構成したメンターチーム等、
　様々な立場から研修教員の指
　導に関わることができるよう
　配慮する。
※研修担当者は、年度途中に変
　更してもよい。

「実施の手引」ｐ２、２７
「参考資料」ｐ４～１１



○校内における研修日の設定

８

「実施の手引」ｐ６
「Ｑ＆Ａ」ｐ１５、１６

◇校内研修の研修日と時間
　　週２日程度
　　１日当たり２時間程度
　　１週当たり４時間程度
　　　　　　　
◇研修日の設定
　　できるだけ曜日を固定して
　設定する。

・統括指導教員による校内研修は、２週間に１日以上、１日
　あたり１～３時間。
・校内指導教員を中心とした、メンターチーム等による校内
　研修は、週２時間以上。（中学校で、教科指導員が非常勤
　講師の場合は、勤務日に校内研修を設定する。）
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　研修教員及び年間を通して研
修に関わる教員の時間割を記載
する。
　　　　　
　・校内指導教員
　・統括指導教員

　・教科指導員（中学校）　　　　　　

「参考資料」ｐ５～７、９、１０
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「参考資料」ｐ５【２人配置校の例】
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「参考資料」ｐ５

                        

                        

【２人配置校の例】
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統括指導教員の時間
割は、指導に要する
時間の内容が分かる
ように記載する。

後補充の体
制が分かる
ように記載
する。

                        

「参考資料」
　ｐ６

【１人配置校の例】



13

「参考資料」ｐ９、１０

授業研究指導

授業の振り返
りや協議等

　統括指導教員の時間割は、＊指導に要する時間の内容が分かるように
記載する。
　＊直接指導する時間のために要する事前準備や事後のまとめ等の時間の内容

＊

＊
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「参考資料」ｐ９、１０

授業研究指導
や示範指導

授業の振り返
りや協議等
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「実施の手引」ｐ２７
「Ｑ＆Ａ」Ｐ１５
「参考資料」ｐ７、１１

○研修時間の精査

要件を満たす講師等経験者の研修時間を精査した場合は、
研修時間と精査した領域の時間を記載する。

　研修教員が、採用前に臨時的に
任用された講師等として勤務経験
があり、秋田県内において直近５
年間で３６月以上の講師等の経験
がある場合は、研修時間を１２０
時間から９０時間程度まで精査し
て実施することができる。
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「実施の手引」ｐ２７～２９
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統括指導教員
が同席する場
合は＊印を付
ける。

「実施の手引」ｐ１７～
２０を参考にしながら、
校外研修との関連を考慮
し、実施日及び研修内容
を設定する。
　①基礎的素養
　②マネジメント能力
　③生徒指導力
　④教科等指導力

「実施の手引」
ｐ２５（３）②を参考に、
　「講話・講義」
　「示範指導」
　「授業研究指導」
　「一般指導」
　「協議」

のうち、適切なものを記
載する。

「統括指導員」　
「校内指導教員」

上記の指導教員以
外による指導の場
合は、
「校長」「教頭」

「学年主任」「メ
ンターチーム」の
ように示す。

オンラインによる研修を行った場合は、研修方法・
形態の欄に（オンライン）と記載する。

「実施の手引」ｐ２９
「参考資料」ｐ１２　週時程に合わせて位置付

けた研修日（曜日）を基
に実施日を設定する。
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研修時間
　内→時間割内
　放→放課後
　　　長期休業期間中
　　　休校中

年間１２０時間程度（教職大学院修了認定者は、７０時間程度実施、
要件を満たした講師等経験者は９０時間程度実施まで精査可）

年度末の合計
小学校　①＋②＋③：④≒１：１
中学校　①＋②＋③：④≒１：２
※要件を満たした講師等経験者が
　研修時間を精査した場合は。こ
　の限りではない。

「実施の手引」ｐ２９
「参考資料」ｐ１２ 
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統括指導教員以外が指導に
当たる時間：５割程度

統括指導教員が指導に当たる時間：５割程度

「実施の手引」ｐ２９　
「参考資料」ｐ１２　
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○表題を書き換える 「参考資料」ｐ１２　
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「実施の手引」ｐ３４～３６
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「実施の手引」ｐ３５
　　　（小学校の例）
「参考資料」ｐ１４
　　　（中学校の例）

長期休業中や休校中に実
施した校内研修には「放
課後」と記載する。

勤務校の全ての研修教員の「校内指導
報告書」の記載と整合させる。研修時間

■小学校の校内指導報告書の記載
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○関係書類の提出計画

添付：関係教員の出勤簿のコピー
　　　　 ↓
※出勤簿と関係書類との整合を図る　
　

「実施の手引」ｐ３７
「参考資料」ｐ１３
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　　南教育事務所

　　仙 北 出張所

　　雄 勝 出張所
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